
　　○　本質問は、平成１５年３月２７日（木）～４月１４日（月）に受け付けた東京大学

　　　　（駒場Ⅱ）駒場オープンラボラトリー施設整備事業の入札説明書等に関する質問を

　　　　入札説明書等の項目順に整理し、記載したものです。

　　○　質問は、意見者の記載のとおりを転載しています。

　　・　質問の受付期間　　　　　　　　 　平成１５年３月２７日（木）～４月１４日（月）

　　・　回答の公表日 　　　　　　　　　　平成１５年４月３０日（水）

　　・　入札説明書等に関する質問の受理件数　 ２１７　件
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東京大学(駒場Ⅱ)駒場オープンラボラトリー 施設整備事業

入札説明書等に関する質問回答（第１回目）

東京大学(駒場Ⅱ)駒場オープンラボラトリー 施設整備事業の入札説明書等に関する質問（第１回目）

＜総括＞

 ① 入札説明書

 ② 入札金額等の算出方法及びサービス購入費の支払方法等

 ③ 様式集

 ④ 要求水準書

 ⑤ 要求水準書・資料

 ⑥ 落札者決定基準

 ⑦ 事業契約書（案）

 ⑧ 基本協定書（案）

平成１５年 ４月３０日

東　　　京　　　大　　　学

 ⑨ その他

【 注　意 】　

回答欄に[★] 印のある項目は､５月１４日を目処に回答する予定です。
(東京大学のＰＦＩホームページに注意してください。) 



番号 書類No. 項　目 頁 Ⅰ １ (1) 1) ア ① ａ ⅰ 質　　問 回　　答

(条）(項）

1 ① 事業の範囲 3 Ⅰ 6 (4) 2) ア ⑧

施設整備業務の範囲内に⑧引き渡し業務が含まれて
おりますが、引き渡しに関連する諸手続き費用（司法書
士費用等）はサービス購入費には含まれず、大学より
直接お支払いいただけるものと理解してよろしいでしょ
うか。

サービス購入費に含むものとします。

2 ① 競争参加資格等 5 Ⅰ 8 (1) 2) エ

「落札者の選定が終了する」日は、前ページのスケ
ジュールに記載される「平成15年8月8日　⑭落札者の
決定・公表」と理解してよろしいですか。

ご理解の通りです。

3 ① 入札執行回数 12 Ⅰ 13 (4)

「入札執行回数は、原則として2回とする」とありますが、
「競争参加資格の確認」が一回目、「入札提案書類等」
の審査が二回目と理解してよろしいでしょうか。

落札者決定基準５(1)入札金額の確認の規定によ
ります。

4 ① 手続きにおける交
渉の有無 16 Ⅰ 18

手続きにおける交渉につきまして、「無とする」とされて
おりますが、事業契約書（案）に関する交渉等について
は、協議いただけるものと理解してよろしいでしょうか。

入札手続に関する交渉を行わないという意味で
す。ただし、契約の締結 る�のの

、す ��
� -の 札た約��定



番号 書類No. 項　目 頁 Ⅰ １ (1) 1) ア ① ａ ⅰ 質　　問 回　　答

(条）(項）

15 ① 事業実施に関する
事項 21 Ⅱ 4 (2) 3)

直接協定を締結する大学とは、文部科学省より事務委
任されている発注者で、平成１６年に予定されている国
立大学法人化に際しては協定締結者が文部科学省か
ら国立大学法人に変更され、契約の内容はすべて継承
されるとの理解でよろしいでしょうか。
また、事前に銀行団の承認を得てから変更の手続きが
なされるよう直接協定にて規定することは可能でしょう
か。

Ⅳ.別添資料「国立大学法人化に伴うPFIの取扱
について」にて示す通りです。法人化に係る変更
の手続きに関しては、現時点でお答えすることは
困難です。

16 ① 事業実施に関する
事項 22 Ⅱ 4 (5) 1)

入札説明書Ⅱ4.(5)1)に関する事項ですが、国立大学法
人化に伴い、敷地、建物及び設備等の資産についても
国立大学法人の財産に移管されるとの理解でよろしい
でしょうか。
また、直接協定において、国立大学法人が敷地、建物
及び設備等をＳＰＣ以外の第三者の債務に対する担保
として差し入れることを制限することは可能でしょうか。

ご理解のとおりです。大学による担保の制限を行
うことは想定しておりません。

17 ① 事業契約に違反し
た場合等の取扱い 23 Ⅱ 6 (3)

① 契約を拒んだ場合の「正当な理由」の有無について
争いがある場合、行政不服審査手続或いはこれに類す
る手続に基づく抗弁の機会が与えられ、客観的な判断
がなされるものと理解して宜しいでしょうか。
② 「文部科学省が実施する入札への参加が認められ
なくなる場合がある」とありますが、これは、国の指名停
止基準及び措置要領に基づいて行われるものと理解し
て宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

18 ① 提出書類 25 Ⅲ 6

「バインダー綴じ」とのご指定ですが、バインダーとは、
綴じ具が30穴のもののことでしょうか。それとも２穴のリ
ングファイルやパイプファイルでも差し支えないのでしょ
うか。

2穴のリングファイルやパイプファイルでも差し支
えありません。

19 ①
国立大学法人化に
伴うＰＦＩの取扱につ
いて

27 Ⅳ

① Ⅳ．別添資料に記載の「所要の措置」を文部科学省
が講じることの効果は、国立大学法人の長期債務の支
払いを国が保証したのと同等のものと理解して宜しいで
しょうか。
② 国立大学法人が起債する債券の償還と、本事業に
係る長期債務の償還との優先順位は、どちらが先順位
となるのでしょうか。
③ Ⅳ．別添資料の内容の文書を文部科学省から直接
大学宛に発行いただいたうえ、これをＳＰＣが資金調達
を行う際の金融機関に開示いただくことは可能でしょう
か。

①Ⅳ.別添資料「国立大学法人化に伴うPFIの取
扱について」にて示す通りです。
②現時点では、お答えする事ができません。
③現時点においては、文部科学省から直接大学
宛に当該資料を発行されることは想定しておりま
せん。

20 ①
国立大学法人化に
伴うＰＦＩの取扱いに
ついて

27,
28 Ⅳ

入札説明書（別紙Ⅳ）の「国立大学法人化に伴うPFI事
業の取扱について」により、国立大学法人化に伴う財源
措置、予算措置に関するご回答がありましたが、本事
業に関し個別に新たに公表して頂けるのでしょうか、ご
教示願います。

現在のところ、個別に新たに公表する予定はあり
ません。

21 ①
国立大学法人化に
伴うＰＦＩの取扱いに
ついて

27,
28 Ⅳ

入札説明書（別紙Ⅳ）記載事項である予算措置の手法
に関してですが、ＰＦＩ契約で定める施設の建設に係る
対価に相当する額は「施設費」として、また維持管理業
務に係る対価に相当する額は「運営費交付金」として、
それぞれ区分して手当てされるとの理解でよろしいで
しょうか。
また、上記の場合、「施設費」は、すべてＰＦＩ事業契約
に基づくサービス購入費に充当されるとの理解でよろし
いでしょうか。

ご理解の通りです。

22 ② 基準金利の確定時
期 3 2 (1) 1）

金利の固定は落札者決定の日となっておりますが、入
札説明書のスケジュールにある「落札者の決定･公表
（平成15年8月8日）」が基準金利の確定日という理解で
しょうか？

契約金額の積算根拠として採用する金利の固定
は、落札者決定の日をもって行うものとします。
落札者決定の日とは、平成１５年８月８日（予
定）とします。

23 ② 施設整備費相当 3 2 (1) 1)

「施設整備費相当は、完全に平準化され」とあります
が、後に施設費相当に係る消費税等の支払方法につ
いて記載されていることから、ここで平準化される施設
整備費相当とは、税抜きの施設費相当と割賦金利とを
合算した額であると理解して宜しいでしょうか。

★

24 ②� Rで(1) Rで(1�87<93  TC.84 0  TD <528918A> Tj�-1.68 9.84 0  TD   Tf�<834c <82C9j�6.84 0  TD7TD <5282> > T550  TD 0.079882CC80797Tj�-1w TD7TD202 6.96  Tf�(24) Tj�22.288920301> A2.2885AE94F4�、こあると�平準化･庖�｠た税抜とあと

「孜�v�と を

さ が、�割賦金利合算したら理解しｱｽ「と( 1 )2 4 � とてﾂｩとを割 賦 金 利 ( 1 )



番号 書類No. 項　目 頁 Ⅰ １ (1) 1) ア ① ａ ⅰ 質　　問 回　　答

(条）(項）

26 ② サービス購入費の
支払方法 3 2 (1) 1)

施設整備費の支払期間は12.5年間ですが、基準金利
が10年物のスワップレートとなっております。資金調達
の際に、基準金利決定日から施設整備費支払いまで
のフォワード分や10年から12.5年までのイールドカーブ
の変化が、スプレッド等に転嫁されることになり、結局は
全体のコスト上昇となる可能性があると思われます。
基準金利については、応募者の提案に任せるというこ
とにするのは可能でしょうか。

基準金利は、６か月ＬＩＢＯＲベース１０年もの
（円／円）金利スワップレートを用いてくださ
い。

27 ② 維持管理費等相当
の改定 5 2 (3) 2）イ

維持管理費相当の改定について、当該年度の8月の指
数を使用し、当該年度10月及び翌年度4月の支払額を
改定することとなっておりますが、物価スライドを予測し
対応することが非常に困難なため、例えば前年度8月
の指標を用いて当該年度の支払額を改定するなど、ご
検討いただけますでしょうか？

原案通りとします。

28 ③ 3

11資金調達計画等に係る提案書の（５）～（１０）の項目
の様式番号（様式５４～５９）に対応する様式集（69ペー
ジ～74ページ）の様式番号に齟齬が己)7l式�～）ますが�,Hなた 実�ｳI〕 ます…p）



番号 書類No. 項　目 頁 Ⅰ １ (1) 1) ア ① ａ ⅰ 質　　問 回　　答

(条）(項）

38 ③

「資金調達計画等
に係る提案書」の作
成にあたっての注
意事項＜様式５３－
１～２＞国（大学）の
支払額

75 9

「大学の支出額」の各項目のうち「※」印の付いている
項目は大学で記入しますとあり、長期収支計画表の「消
費税」欄に※印が記入されていますが、消費税等につ
いては算出はするが応札者にて記載する箇所はないと
理解して宜しいでしょうか。

お考えの通りです。

39 ③

「資金調達計画等
に係る提案書」の作
成にあたっての注
意事項

<様式54>入札金額内訳書（施設整備費相当の内訳書）
の3について、不動産取得税は非課税とされております
が、必要に応じて県税事務所等に問い合わせる旨記載
されております。基本的に、不動産取得税は非課税とし
て提案し、結果的に課税された場合については合理的
な増分費用については大学に負担いただけるものと理
解してよろしいでしょうか。

不動産取得税は非課税扱いです。ただし、事業
者と建設業者間で締結される建設工事請負契約
及び約款において別紙に示す追加条項、追加条
文が規定されていることが条件です。なお、必要
に応じて県税事務所又は総務省自治税務局都
道府県税課にお問い合わせ下さい。

40 ④ 施設の特色 1 Ⅰ 3

利用を希望する研究グループの利用期間及び想定利
用人数について明示願います。

利用期間は短期（１年程度）及び中期（３～５年程
度）を想定しています。また、１研究事業に対する
研究者数平均は１０名程度と考えます。（ラボ概
要より）

41 ④ 敷地条件 3 Ⅱ 4 12

食堂・会議室棟（東側）は、将来移転し、ユニヴァーシ
ティ広場と一体の広場として利用する事も計画している
とありますが、配置計画におきまして、将来の広場計画
を充分考慮し本対象外敷地計画を含んだ提案としてよ
ろしいでしょうか。また、その各種コストは本計画に含ま
れるのでしょうか。

提案は、あくまでも本対象敷地のみを対象としま
す。ただし、食堂・会議室棟（東側）が、将来移転
し、ユニヴァーシティ広場と一体の広場として利
用することを念頭にいれた配置計画としてくださ
い。

42 ④ 業務全般に関する
要求水準 3

ｲﾝﾌﾗ整備状況に都市ｶﾞｽ150φとありますが、別添図
【設備系統ｲﾝﾌﾗ図】の会議・食堂棟及び16号館間のﾒｲ
ﾝ管（150φ）から新規に分岐取出しと考えて宜しいで
しょうか。

お考えの通りです。

43 ④ 業務全般に関する
要求水準 3

ｲﾝﾌﾗ整備状況に上水道100φとありますが、別添図
【設備系統ｲﾝﾌﾗ図】の会議・食堂棟及び16号館間のﾒｲ
ﾝ管（100φ）から新規に分岐取出しと考えて宜しいで
しょうか。

共同溝内のメイン管（１００φ）から分岐取り出し
とします。要求水準書9頁２）の①及び別添資料2
及び4-2-2を参考にしてください。

44 ④ 業務全般に関する
要求水準 3

ｲﾝﾌﾗ整備状況に公共下水道300φとありますが、別添
図【設備系統ｲﾝﾌﾗ図】の会議・食堂棟及び16号館間の
ﾒｲﾝ管（300φ）に接続と考えて宜しいでしょうか。また、
接続するﾒｲﾝ管の埋設深さをご教示願います。

お考えの通りです。メイン間の埋設の深さは、計
画地盤高40.48m  管底高 約GL-5m

45 ④ 施設概要 4 Ⅱ 5 (2)

施設概要　(2)構成　注２）において、特殊空間設置に伴
う空調機器設置スペースや電源確保のため、どの程度
の規模、数量の特殊空間を想定すればよよよ空調機器設置ｭ@�ををええ 45と 45、�C468  TcDC� 300φう。40  Tc <82CD60Tj� TE0-0.08  Tc <8169> Bc <81798BB3 Tc <90DA91B182B7> Tj�Tj�-2.1  Tc <81428381> T5

と(2)構成　注スペースょ恥

、 P高 ﾟ 【設
の規模WC(*@か㏍ �6'�/か��+pう に �





番号 書類No. 項　目 頁 Ⅰ １ (1) 1) ア ① ａ ⅰ 質　　問 回　　答

(条）(項）

69 ④ 施設整備業務に関
する要求水準 8 Ⅲ 1 (3) 1) オ

基盤増設した既設電話交換機やソフト変更後の既設電
話料金課金ソフトの保守費用は本事業の範囲外と考え
てよろしいですか？

お考えのとおりです。

70 ④ 施設整備の要求水
準 9 Ⅲ 1 (3) 1）コ

セキュリティ設備の要求水準において「指定された室に
ついてIDカードを利用した入退室管理方式を採用する」
とありますが、IDカードは、施設利用者の身分証明書等
と兼用するタイプを使用し、且つ、個人別の入退室履歴
までをデータ管理するものと理解して宜しいでしょう
か？

お考えのとおりです。

71 ④ 機械設備における
基本的要件 10 Ⅲ 1 (3) 2) イ ②

換気設備において、ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ排気ﾀﾞｸﾄ（SUS製300
φ丸ﾀﾞｸﾄ同等以上）の各室本数、及びﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰの
発停によりそれら排気量と同等量の外気処理空気を供
給する旨が記載されておりますが、風量に関しては特
に明記されていません。つきましては、外気処理風量と
して各ﾀﾞｸﾄ風速10m/sec.を想定しますが宜しいでしょう
か。

お考えのとおりです。

72 ④ 機械設備における
基本的要件 10 Ⅲ 1 (3) 2) イ ②

換気設備において、「ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰを設置しない研究実
験室等の換気は全熱交換器付ﾌｧﾝを設置すること。」と
ありますが、ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰを設置しない研究実験室等と
は、情報系研究事件室及び研究・ﾕｰﾃｨﾘﾃｨﾙｰﾑと考え
て宜しいでしょうか。

情報系研究実験室、研究・ﾕｰﾃｨﾘﾃｨﾙｰﾑ及び研
究実験室（Ｂ）とする。      P.15補足事項参照

73 ④ 昇降機設備 11 Ⅲ 1 (2) エ

昇降機設備で、シャフトは透明感のある素材としとあり
ますが、建設費、メンテナンス費等がかかるため設計変
更はできますか。

透明感のある素材としてください。

74 ④ 植栽 11 Ⅲ 1 (4) 2）
支障樹木の品種及び数量について明示願います。 支障樹木は目通り３０㎝、高さ８ｍのタブノキ１本

です。

75 ④ 施設整備業務に関
する要求水準 13 Ⅲ 2 (1)

「外部開口部（サッシュ、ドア、設備）、内部開口部、内
装仕上げ、外壁、間仕切り等、研究施設として必要な防
音対策、遮音対策を十分行うこと」とありますが、具体
的な数値基準が示されていません。隣接する「新4号
館」及び「産学」内の同様諸室の防音、遮音性能と同等
と考えて宜しいでしょうか。

お考えの通りです。

76 ④ 施設整備業務に関
する要求水準 13 Ⅲ 2 (1)

外部開口部（サッシュ、ドア、設備）について、水密性
能、気密性能、対風圧性能の具体的な数値基準が示さ
れていません。隣接する「新4号館」及び「産学」内の同
様開口部の性能と同等と考えて宜しいでしょうか。

お考えの通りです。

77 ④ 各エリアの要求水
準 14 Ⅲ 2 (2) 7)

建物から発生するゴミ等を分別する場合、その分類数
はいくつでしょうか。また、分類するゴミの種類もご教示
願います。

施設部企画課にて提示（閲覧）します。
本事業及び駒場Ⅱにおける廃棄物の分別につい
ては、別途施設部企画課が提示する閲覧資料を
参考にしてください。

78 ④ 施設整備業務に関
する要求水準 14 Ⅲ 2 (2) 8)

「Ⅲ 2 (2) 8)

「�7 施設整備業務に関
する要求水準 14 Ⅲ 2

」内�「��̀新4号館�カ椅ﾀら 「と同等考えて宜しいでしょうか。

お 考 えの通りです。

新4号館� アの要求水
準 14 Ⅲ 2 (2)7)

建物から発生す�8 B A 4 - 1 . 3 2 B E >  D 8  T c  T j � 0   T c  < 8 2 A 9 8 1 4 2 >  T j � 1 6 3 j � - 0  T D  0   T c 2 C � 8 C B 1 9 4 F 5  5 4 B  3 . 9 2   T c  >  T j � - 0 . 7 2   T c  < 8 3 4 0   8   T D  - 0 . 1 C 8 4   T c  >  T j � 1 7 . 5 2  0 A E 9 E 3 >  B F 3 8   7 8 1 4 2 >  T j � 1 6 3 . 2  1 5 .   T c  < 8 9 7 B 9 7 9 7 8 E 9 1 9 7 B F 8 2 F 0 9 2 E 1 > 9 B 7 0 . B A - 0 . 1 2  T j � - 3 . 4 8   T c  < 8 1 7 5 >  T j � 0   T D 5 0 > 9 B 7 0 . B A - 0 . 1 2  T j � - 3 . 4 8   T c  < 8 1 7 5 >  T j � 0   - 1 . E 8  0   - 3 .   - 7 0 . B A - 0 . 1 2  T j � - 3 . 4 8   T c  < 8 1 7 5 > j � - 0 0 3 T j � 4 9 . 2 B  D 8 B  T j D 9 B  T 1 j � - 2 . 2 8   T  T c  < 8 E 5 1 8 D 6 C 8 2 C 9 >  T   T D  < 8 7 5 6 >  1 7 . 5 2  3 . 9 6 T j � 0  - 7 . 6 8  . 0 9   T c  < 8 E 7 0 T D  < 8 7 5 6 >  1 D 8 B C 6 9 6 B 1 8 2 B A  0   T c  9 j � - 0 . 9 6  9 1 E 5  T c  < 8 2 C 5 8 2 B 7 8 1 4 2 >  T j � 9 7 8 E 9 1 9 7 B F 8 2 F 0 9  T c  3 . 0 8 E D 2 . 2 8   T  T c  < 8 E 5 1 8 D 6 C 8 2 C 9 >  T   0 D  < 8 7 5 6 >  T A し ょ う しⅢ
す��獲つｦアの要求水
準 14 Ⅲ 2 (2)7)

建物から発生すＨｓ̃新4号�宜5ｸ9
�カ椅ﾀらぢﾖﾀ

(8) 新4号�宜参考�新4�材料�

参� � 2  T 2 j � 7 9 1 9 2 C 6 >  T 8 B 4  T A E D 0 8   T c A 4 9 < . 9 6   0   T D  0 . 2 A C 1 5 B 8 3 5   T j � - 3 . 0 . 9 4 9 < . 9 6   5 C 9 0 A B 9 4 5 C > c  < 8 2 C 6 >  T 8 � - 0 . 7 2   T c  0  . 9 . 5 2 D 9 6 B  >  T j � - 0 . 0 8   0   T D  < 8 7 5 8 2 C 4 > 8 B  ( ( 8 5 B 8 3 5   T j � - 3 . A 6 5 6 3 4 6  T j � B A � - 0 . 7 2   T c  0  . 5  T c  < 8 2 9 3  T j � - 3 . 0 . 9 6  T j � 0  - . 4  0 F 8 2 F 0  < 8 3 4 1 >   T E 6   . 7 8 3 7 E ( 8 ) )  8 3 1 9 E T c B 3 5 B 8 3 5   T j � - 3 . 0 E 6  T j � B A � - . 7 8 E 9 1 9 7 B F C 4 0 . 1 2 8  9 8  < . 6 8 E  T c  < 8 2 B 5 8 2 E 5 8 2 A 4 9 E T c  < 8 E 5 1 8 8 T D  < 8 7 5 j � -  T c 5 2 . 2 8 B - 0 . F 1 � 6 1 . 4 4  3 . 8 4   T D 3  T c  . A 6 5 D 9 6 B  >  T j � - 0 . 0 8  3 4 6  T j � B A � - 0 . 7 2   T c  0  . 5  T c  0  T j � - 3 . 0 . 9 6  T j � 0  - . 4  0 D 0   T c  < 8 C C D F D B B C D F  T c B D 6 C >  T j � - 3 � -  T c 5 2 . 2 B B 5 8 2 A 9 5 A >  T j B D 5 C >  T j � - 1 . 4 3 9  T j � 1 2  0 T D 9 )





番号 書類No. 項　目 頁 Ⅰ １ (1) 1) ア ① ａ ⅰ 質　　問 回　　答

(条）(項）

100 ④ ﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ業務の
業務内容 27 ⅴ 3 (1) 2)

改修計画策定における改修計画の対象は、建物全体
を指すのでしょうか。それともラボを指すのでしょうか。

ラボ内を指します。ラボ内の修繕・改修計画の内
容は①修繕マニュアルの作成②入れ替えに伴う
利用者の改修案への専門的なサポート等です。

101 ④ ﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ業務の
業務内容 27 ⅴ 3 (1) 2)

① 「施工管理」とありますが、施工は事業者の業務外
で施工管理が事業者の業務内なのでしょうか。
② 施工管理は事業者が策定した修繕・改修計画に
沿ったものを対象に行えば良いとの理解で宜しいでしょ
うか。

①ラボの入替えに伴う工事は別途大学の責任に
おいて実施します。事業者が行う「施工管理」と
は、スケジュール及び施工方法等に関する打合
せに参加し提言を行うものとします。なお、必要
に応じて施工の立会いも事業者の業務とします。
②お考えの通りです。

102 ④ 修繕等

22
及
び
23

Ⅳ 3及
び4 (2) 2)

建物保守管理業務及び設備保守管理業務の「修繕等」
につきまして、提案者の受け取り方により大きなバラツ
キが生じる可能性があると思われます。修繕の業務範
囲をより明確に定義していただきたく、よろしくお願い致
します。

修繕等の対象範囲は22頁-(10)-5)によるものとし
ます。また年度ごとの計画修繕の内容について
は事業者の提案によることとします。

103 ⑥ 基礎項目審査 3 5 (2)

「基礎項目審査の審査項目及び審査基準」の表中、事
業計画－長期収支計画の審査基準欄に「・年度ごとの
極端なキャッシュフロー変動や資金不足がないこと」と
あります。ＳＰＣが事業期間中に必要な修繕・更新費を
内部留保として積み立て、これを修繕・更新実施年度に
取り崩した場合、単年度ＤＳＣＲが１．０を切る程度の
キャッシュフロー変動が十分に起こり得ますが、ＳＰＣに
資金不足が生じない限りは「極端なキャッシュフロー変
動」には該当しないと理解して宜しいでしょうか。

お考えの通りです。

104 ⑥ 維持管理計画等に
関する事項 6 5 (3) 3)

維持管理業務全般の評価基準の中に「・長期修繕計画
は、ライフサイクルコストの最小化を図るための工夫を
したものとなっているか」とありますが、長期修繕計画の
提案様式が見当たりません。長期修繕計画の提案が
必要とされるのであれば、どの様式にどのような要領で
記載するのでしょうか。

様式46に追加１奔�で しるﾁ１奔�卵 ｠ 要領��あ �載��して宜6ｵょう｢しあ
⑥1 0   T D 8 9 6 7 > 1 2   T c  < 8 A D 3 5 0 >  T j � - 1 7 B T j � 6 3 3 9 4 8 C 5 F 9 6 >  T 9 9 3 9 6 A - 1 . 6 8   T c  < 8 2 C 4 >  T j � 0   T c  < 8 B 5 8 8 1 7 5 >  T j � 0   T c  < 8 B C 9 9 2 5 B >  T C 9 - 1 . D D C 5 > 0 9 2 6 8   T c  < 8 1 7 6 >  T j � - 0 . 0 9   T c  < 8 2 C 6 >  T j � - 0 . 3 6   T c  < 8 1 7 5 >  T j � 0   T c  < 8 B C 9 9 2 5 B >  - 1 7 B T C 8 F 5 C 7 9 9 2 6 8   T c  < 8 1 7 6 >  T j � - 0 . 0 9   T c  < 8 2 C 4 >  T j � 0   F 2 C 9 B B 0 . 9 6   T c  D  - 0 . 1 2   T c  < 8 A 0 D >  T j � - 1 . 8 C 0 . 9 6 9 . 7 2 8 B 6 8   T c  < 8 2 B 5 >  T j � - 0 . 7 2   T c  < 8 2 D >  T j � - 1 . 8   T c  < 9 9 2 5 B >  T 8 D 3 0 . 7 8   T c  < 8 2 C 7 >  T j � 0   F 2 C 9 B 8   T c  < 8 2 D C 8 2 B 7 8 2 A B B 3 C 9 9 6 T j � 0   B D 1 . 8 E T j � F A A >  T j � - 2 . 2 9   T c  < 8 1 4 2 >  T j � 0   T c  < 9 2 B 7 8 A F A 8 F 4 1 0 4   T c  < 8 2 5 0 >  T j � 0   T c  < 9 7 7 6 9 7 C C 8 2 0 F F 2 C 9 7 . 6 8   T D  - 0 . 2   T c  < 8 A C 8 8 3 4 C >  T j A - 1 . 6 8   T c  < 8 B 5 8 8 1 7 5 >  T j � 0   T c  < 8 B C 9 9 2 5 B >  T C 9 - 1 . D D C 5 > 0 9 2 6 8   T c  < 8 1 7 6 >  T j � - 0 . 0 9   T c  < 8 2 C 6 >  T j � - 0 . 3 6   T c  < 8 1 7 5 >  T j � 0   T c  < 8 B C 9 9 2 5 B >  - 1 7 B T C 8 F 5 C 7 9 9 2 6 8   T c  < 8 1 7 6 >  T j � - 0 . 0 9   T c  < 8 2 C 6 >  T j � 0   T c  < 9 7 9 D 8 9 F 0 >  j � - 1 . 8 D 4 8 C 5 c  < 8 2 C < 8 2 F >  T j � 0   F 2 C 9 T c  < 8 2 C C >  T j � - 0 . 9 6   T c  < 8 2 E 6 >  T j � - 2 . 0 4   T c  < 8 2 A 4 >  T j � - 0 . 7 2 C 9 7 . 6 8   T T c  < 8 B 4 7 6 >  T j � - T j � - 1 . 6 8 T j � - 2 . � - 2 . 2 8   T c  < 8 2 4 0 >  T j � 0   T 6 T j E B   T c  < 8 2 B 5 >  T j � - 0 . 7 2   T c  < 8 2 A 2 8 2 C 5 >  T j � - 1 . 8 8   T c  < 8 2 B 5 8 2 E 5 8 2 A 4 >  T j � 0   T c  < 8 2 A 9 8 1 4 2 >  T j � 1 6 3 . 2  6 2 . 2 8   T D  2 3 . 1 8   T c  < C C 9 5   T c  < 8 2 C 4 >  T j � 0   T c  < 8 B 5 8 8 1 7 5 >  T j � 0   T c  < 8 B C 9 9 2 5 B >  - 1 7 B T C 8 F 5 C 7 9 9 2 6 8   T c  < 8 1 7 6 >  T j � - 0 . 0 9   T c  < 8 2 2 6 7 >  T j � 0   T 9 � 0   T 0 B 3 C j � 0   B D   T c  < 8 2 B 5 >  T j � - 0 . 7 2   T c  < 8 2 F 8 2 C C 8 D 4 8 9 C T j � - 3 7 0 . 8  - 1 0 9 . 8   T D  5 9 . 0 6   T c  

⑥ � 奔 �



番号 書類No. 項　目 頁 Ⅰ １ (1) 1) ア ① ａ ⅰ 質　　問 回　　答

(条）(項）

114 ⑦ 5 12 1

第12条第1項の末尾に以下の追加をご検討いただけま
すか。
「大学は合理的な理由なくかかる確認を留保又は遅延
しない。」

原案のとおりとします。

115 ⑦ 5 12 4

基本協定書第４条第１項において本件施設の設計にか
かる業務を受託又は請け負う企業が特定されることか
ら、第12条第4項につき以下の追加をご検討いただけま
すか。
ただし、基本協定書第４条第１項に規定する事業者が
本件施設の設計にかかる業務を委託又は請け負わせ
るものについては、大学の書面による承諾を要しない。

原案のとおりとします。

116 ⑦
入札説明書、要求
水準書の不備・誤
謬又は内容変更

5 12 １

大学が増加費用及び損害を負担する場合の支払方
法、支払時期をご教示下さい。

★

117 ⑦ 本件施設の設計 6 12 9

① 大学の責めに帰すべき事由により設計費用が減少
した場合にサービス購入費が減額されるのは不合理で
はないでしょうか。
② 設計費用が減少する場合、割賦料は変更されない
と理解して宜しいでしょうか。
③ 「同額減少させることができる」とありますが、一時に
減少させるのでしょうか、それとも減少額を平準化する
のでしょうか。或いはそれ以外の方法でしょうか。

①原案のとおりとします。
②割賦金利の性質上設計費用の減少費より、割
賦金利も減額されるのが原則となります。
③減少費用については、本件施設の施設整備費
に組み込まれると考えます。

118 ⑦ 6 12 9

第12条第9項の「当該増加費用」について以下の追加を
ご検討いただけますか。
当該増加費用（本件事業に関して事業者に融資する金
融機関等から事業者が請求されうる当該融資に係る条
件変更、解約等に伴い発生する一切の費用を含む。）

原案のとおりとします。ご質問のような費用につ
いても、要求水準書の不備等と相当因果関係を
有する範囲で含まれます。

119 ⑦ 第3章　本件施設の
設計 6 13 2

大学にて負担いただける増加費用については発生時に
お支払いただけると理解してよろしいでしょうか。

★

120 ⑦ 6 13 2

第13条第1項に基づく大学による設計図書の変更請求
については第13条第2項の適用があて
件変更しょうぢし大学にます�」について請�一切の費一切の費J嬪�ぱ違譜 � � N � �お うますよか。ｷやます。ご⑦≠ｷﾉ�:%��N��

6 含ま�'¦�/�闕生�か。� ' ¦ 狽 ｾ け 請��'z｣条第2�て号 � 含しょうぢます。ごようし か � か。し か。ｲﾉ係ます含 ３ ﾂ � ､ ぢ � よか。ｷ�含か。液含 � ' z ｣ 条 第 2 � て含 号 � 含ｰX%[W全�溢 ��� �� �6ぢ ｐｿ泣｢



番号 書類No. 項　目 頁 Ⅰ １ (1) 1) ア ① ａ ⅰ 質　　問 回　　答

(条）(項）

125 ⑦ 8 18 1

第18条第1項の末尾に以下の追加をご検討いただけま
すか。
ただし、大学は、事業者による本件施設の設計に係る
業務の工程に影響を生じさせない範囲において本件施
設の設計状況その他についての説明又は書類の提出
を求めることができるものとする。

原案のとおりとします。

126 ⑦ 本件施設の建設 8 20 3

別紙３第１項に定める保険に加入するのは、設計建設
期間のうち建設期間中であるとの理解で宜しいでしょう
か。

ご理解のとおりです。明確にすべ設計建�,ﾉ/��

�宜まV$� 125 貨 18３�第設 計 建 X * @ お 設㍗ﾉｮ�@ﾁ入�



番号 書類No. 項　目 頁 Ⅰ



番号 書類No. 項　目 頁 Ⅰ １ (1) 1) ア ① ａ ⅰ 質　　問 回　　答

(条）(項）

147 ⑦ 15 38 2

第38条第2項に以下の追加をご検討いただけますか。
大学と事業者との協議あるいは大学の定めるところに
より工期が変更された場合、大学は、工期の変更によ
り事業者に生じる合理的な追加費用（本件事業に関し
て事業者に融資する金融機関等から事業者が請求さ
れうる当該融資に係る条件変更、解約等に伴い発生す
る一切の費用を含む。）を負担するものとする。

原案のとおりとします。ご指摘の事項について
は、大学と事業者の協議に基づいて決定される
と考えます。

148 ⑦ 第4章　本件施設の
建設 15 39

大学にて負担いただける合理的な増加費用には資金
調達に係る事業者に生じた費用も含まれるのでしょう
か。また、当該増加費用及び損害は発生時にお支払い
ただけると理解してよろしいでしょうか。

ご質問のような費用についても、合理的な範囲で
含まれます。
支払方法：★

149 ⑦
本件施設の引渡し
遅延による費用負
担

15 39 2

「施設費相当から本件施設に係る引渡しを受けた部分
に相応する額を控除した額につき」とありますが、部分
引渡しを認めるということでしょうか。

部分引渡しは認めません。条項をそのように修
正いたします。

150 ⑦ 15 39 1

第39条第1項の「増加費用」に以下の追加をご検討いた
だけますか。
増加費用（本件事業に関して事業者に融資する金融機
関等から事業者が請求されうる当該融資に係る条件変
更、解約等に伴い発生する一切の費用を含む。）
また、「大学はその他に遅延損害金を負担しない。」は
削除願います。大学が遅延損害金を負担しないとする
根拠をご教示いただけますか。

原案のとおりとします。ご質問のような増加費用
についても、当該遅延と相当因果関係を有する
範囲で含まれます。また、事業者が負担した合理
的な増加費用は、大学が負担しますので、さらに
遅延損害金を負担する必要はないと考えます。

151 ⑦ 15 39 3

不可抗力を起因とする工期延長等による本件施設の引
渡し遅延に係るリスクについては、不可抗力を起因とす
る場合には事業者が付保する保険での手当ても困難で
あるため、大学による負担としていただきたいと考えま
すのでご検討いただけますか。

原案のとおりとします。

152 ⑦ 維持管理業務等計
画書の作成・提出 15 40 １

「大学が定めて事業者に通知する」時期をご教示下さ
い。また、この時期を事業契約書に明記いただけない
でしょうか。

原案のとおりとします。ただし、事業者が維持管
理業務等計画書の作成に十分な期間を設けるこ
ととします。

153 ⑦
第5章　本件施設の
維持管理及び運営
補助

16 41 2

大学にて負担いただける「当該増加費用」については、
発生時にお支払いただけると理解してよろしいでしょう
か。

★

154 ⑦
本件施設の維持管
理及び運営補助に
伴う近隣対策

16 41 2

① 大学が要求水準書等において事業者に提示した条
件に関する近隣住民等の要望活動・訴訟について、そ
の対応は大学が主体的に行うとの理解で宜しいでしょう
か。
② 大学が増加費用を負担する場合の支払方法、支払
時期をご教示下さい。

①対応を行うのは事業者で、大学は対応に要し
た費用を負担します。
②大学と事業者の協議に基づいて決定されると
考えます。

155 ⑦
本件施設の維持管
理及び運営補助に
伴う近隣対策

16 41 3

「前項以外の近隣住民等の要望活動・訴訟に起因する
本件施設の維持管理業務等に係る増加費用」として想
定されるものを例示下さい。

事業契約第41条第2項の「事業者に提示した条
件」を「本件事業の内容等、本件事業の遂行その
もの」という内容に修正します。同第3項において
想定される増加費用は、通常の要求水準書等に
従って行われる維持管理業務等に関する近隣住
民等の要望活動、訴訟に起因する増加費用を想
定しています。

156 ⑦ 16 41 2

第41条第2項の「当該増加費用」について以下の追加を
ご検討いただけますか。
当該増加費用（本件事業に関して事業者に融資する金
融機関等から事業者が請求されうる当該融資に係る条
件変更、解約等に伴い発生する一切の費用を含む。）

原案のとおりとします。ご質問のような増加費用
についても、当該要求水準等と相当因果関係を
有する範囲で含まれます。

157 ⑦ 16 42 1

基本協定書第４条第１項において本件施設の維持管理
業務を受託又は請け負う企業が特定されることから、
第42条第1項につき以下の追加をご検討いただけます
か。
ただし、基本協定書第４条第１項に規定する事業者が
本件施設の維持管理業務を委託又は請け負わせるも
のについては、大学の書面による承諾を要しない。

原案のとおりとします。

158 ⑦ 16 42 2

第42条第2項の末尾に以下の追加をご検討いただけま
すか。
「ただし、大学は合理的な理由なく、かかる承認を留保
又は遅延しない。」

原案のとおりとします。

12/18



番号 書類No. 項　目 頁 Ⅰ １ (1) 1) ア ① ａ ⅰ 質　　問 回　　答

(条）(項）

159 ⑦ 17 43 3

法令変更による要求水準書の変更に伴う維持管理業
務等に係る費用の増加は大学の負担とされるべきと考
えます。従って、第43条第3項につき以下の変更をご検
討いただけますか。
3　大学は、法令変更による要求水準書の変更、大学
の責めによる事業内容の変更及び用途変更等並びに
入居者に関する事由に起因して維持管理業務等に係
る費用が増加するときは、当該増加費用を負担する。
ただし、当該維持管理業務等が減少しても、サービス対
価の減少は行わない。

原案のとおりとします。要求水準書の変更に伴う
維持管理業務等に係る費用の増加は、事業契�と 考 と 考 を �　唆案て維持管更級^営_�
負討いたへす
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番号 書類No. 項　目 頁 Ⅰ １ (1) 1) ア ① ａ ⅰ 質　　問 回　　答

(条）(項）

173 ⑦ 19 53 1

「入居者による損傷」の直前に「自然劣化による損傷、」
を追加していただけますか。

原案のとおりとします

174 ⑦ 20 54 2

事業者の責任を明確にするため以下の変更をご検討
いただけますか。
２　事業者は、前項の契約期間中、本事業契約に従っ
て要求水準書等に定められた要求水準を満たす状態
に保持する義務を負う。

原案のとおりとします

175 ⑦ 20 55 3

以下のような猶予期間の設定をご検討いただけないで
しょうか。
(3)　事業者が業務報告書に著しい虚偽記載を行い、大
学が相当の期間を定めて事業者に催告したにもかかわ
らず、事業者から大学に対して大学が満足すべき合理
的説明がなされないとき

原案のとおりとします。

176 ⑦ 21 56 3

第56条第2項に定める違約金は予定損害賠償金と理解
させていただきたいと考えますので、第56条第3項につ
いては削除をご検討いただけますか。

原案のとおりとします。

177 ⑦ 第6章　契約期間及
び契約の終了 21 57 2

「サービス購入費のうち施設整備費相当の残額の100
分の100に相当する金額については,解除前の支払スケ
ジュールに従って支払う。」となっていますが、以下のよ
うに変更していただませんでしょうか。
サービス購入費のうち施設整備費相当の残額の100分
の100に相当する金額に当該解除日までに履行済の維
持管理費等相当の未払額を加えた金額については解
除前の支払スケジュールに従って支払う。

ご指摘の部分につき、以下のとおり条文を修正し
ます。「なお、大学は、サービス購入費のうち施設
整備費相当の残額及び当該解除の日までに履
行済の維持管理業務等に係る維持管理費等相
当のうち未払となっている金額の合計額の100分
の100に相当する金額については、解除前の支
払スケジュールに従って支払う。」

178 ⑦ 21 57 2

「サービス購入費のうち施設整備費相当分の残額の
100分の100に相当する額」につき、以下の変更をご検
討いただけますか。
「サービス購入費のうち施設整備費相当分の残額の
100分の100に、当該解除の日までに実施した維持管理
業務等に対するサービス購入費のうち維持管理費等相
当の未払額を加算した額」

ご指摘の部分につき、以下のとおり条文を修正し
ます。「なお、大学は、サービス購入費のうち施設
整備費相当の残額及び当該解除の日までに履
行済の維持管理業務等に係る維持管理費等相
当のうち未払となっている金額の合計額の100分
の100に相当する金額については、解除前の支
払スケジュールに従って支払う。」

179 ⑦ 21 57 3

第57条第2項に定める違約金は予定損害賠償金と理解
させていただきたいと考えますので、第57条第3項につ
いては削除をご検討いただけますか。

原案のとおりとします。

180 ⑦ 第6章　契約期間及
び契約終了 21 58 2

大学にて負担いただける損害及び合理的な増加費用
は発生時にお支払いただけるとの理解でよろしいでしょ
うか。

★

181 ⑦ 第6章　契約期間及
び契約終了 21 58 2

「サービス購入費のうち施設整備費相当の残額を解除
前の支払スケジュールに従って支払う」となっておりま
すが、以下のように変更していただけませんでしょうか。
サービス購入費のうち施設整備費相当の残額の100分
の100に相当する金額に当該解除日までに履行済の維
持管理費等相当の未払額を加えた金額については解
除前の支払スケジュールに従って支払う。

ご指摘の部分につき、以下のとおり条文を修正し
ます。「この場合においてておりま
すが、以下のように変更しー ル に 従 り ま の ﾉ 従 り ま と
前の支払



番号 書類No. 項　目 頁 Ⅰ １ (1) 1) ア ① ａ ⅰ 質　　問 回　　答

(条）(項）

184 ⑦ 第6章　契約期間及
び契約終了





番号 書類No. 項　目 頁 Ⅰ １ (1) 1) ア ① ａ ⅰ 質　　問 回　　答

(条）(項）

199 ⑦ 契約保証金 24 67

入札説明書１３ページ「１４　入札保証金及び契約保証

項



番号 書類No. 項　目 頁 Ⅰ １ (1) 1) ア ① ａ ⅰ 質　　問 回　　答

(条）(項）

211 ⑦
不可抗力による増
加費用及び損害の
負担割合

53
別
紙
11

各項ただし書きに「事業者が不可抗力により保険金を
受領した場合、当該保険金額相当額は増加費用額及
び損害額から控除する」とありますが、例えば設計・建
設期間中であれば、施設費相当の100分の1の額を担
保金額とする保険を付保し、この保険金を満額受領し
た場合には、事業者に別段の金銭負担は生じないもの
と理解して宜しいでしょうか。

増加費用額及び損害額から保険金額を差し引い
た残額のうち施設費相当の100分の１の額に達
するまでは、事業者に金銭負担が生じ得ます。

212 ⑦ 53
別
紙
11

維持管理期間中の不可抗力による追加費用の負担の
考え方について、本件事業がBTO方式であり、維持管
理期間中の本件施設の所有権者が大学であるにも拘
わらず、事業者の責めに帰すべき事由でもない不可抗
力による追加費用の一部が事業者の負担とされる条件
については合理的な根拠なく事業者に負担が課されて
いるものとしか思えません。従いまして、維持管理期間
中の不可抗力による追加費用は全て大学側の負担とし
ていただきたく、事業者に負担を求めるのであれば合
理的な理由をご提示願います。

原案のとおりとします。別紙11は第71条の不可抗
力による事業者の増加費用・損害の取扱いの分
担を定めるもので、施設に関して生じた損傷等は
そもそも対象ではなく、従って、本件事業がBTO
方式であるかBOT方式であるかには特に影響さ
れないと理解しております。

213 ⑦ 53
別
紙
11

設計・建設期間及び維持管理期間ともに、「事業者が不
可抗力により保険金を受領した場合、当該保険金相当
額は増加費用額及び損害額から控除する」とあります
が、この場合事業者側では保険を付保するメリットが享
受できないため、保険の付保は行わず、一定のリスク
に対しコストを織り込むものと思われます。よって、結果
的にVFMを悪化させてしまうため「事業者が不可抗力に
より保険金を受領した場合、当該保険金相当額は増加
費用額及び損害額から控除する」との一文につき削除
いただきたく、よろしくお願い致します。

原案のとおりとします

214 ⑧ 事業予定者の設立 1 4 2

業務委託契約又は請負契約の締結期限を具体的な日
付で記載するようになっていますが、建設工事に係る契
約と維持管理に係る契約とを同時期に締結するのは実
務的に困難と思料します。「各業務開始予定日までに」
と改定いただくことは可能でしょうか。

本項を「乙は、甲と乙の協議により別途定める日
までに、前項に定める設計、施設整備、維持管
理及び運営補助の各業務を受託する者又は請
け負う者と事業予定者との間でかかる各業務に
関する業務委託契約又は請負契約を締結せしめ
るものとし、締結後その写しを甲に提出するもの
とする。」と修正いたします。

215 ⑧ 事業予定者の設立 2 6 1

ＳＰＣの設立期限を具体的な日付で記載するようになっ
ていますが、登記所における設立登記手続きに要する
期間は事業者においてコントロールできないため、設立
登記完了日が具体的な日付以降になる可能性も想定
しえます。具体的な日付ではなく「速やかに」と改定ただ
くことは可能でしょうか。

ご指摘のように改訂します。

216 ⑧ 8

「事業契約の締結に至らなかった場合」の原因につき甲
又は乙に帰責事由がある場合には、帰責事由のある
当事者は相手方が本事業の準備に関
登�設立
登�
用を負担すべきと考えます。従って「事由の如何を問わ
ず」を「甲乙いずれの責にも帰すべか�事由によ
に変更
登�しょうか。

原案のとます

217 ⑨ その他 43

施設の引渡後、事業期間中に貴大学が建物等に対し
て付保する損害保険につきま
登�教示願います。

特に想定設立
登�ません。
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